
利用者 川場村地域包括支援センター 委託先居宅介護支援事業所 役場 備考

介護予防支援・介護予防ケマネジメント業務の委託流れ

初回契約の手続き・アセスメント

　
利
用
申
し
込
み
の
受
付
・
契
約
の
締
結
・
更
新
時
の
手
続
き

※業務の委託にあたっては、委託する業務の範囲及び委託先である居宅介護支援事業者の選定について、川場村地域包括支援センター運営協議会の議を経ること

委託受入可否の回答

【初回アセスメントの実施】

委託先の調整

○訪問し、面談を実施

興味・関心チェックシート等の活用

※包括担当と訪問日程の調整や情報共有を

図り、可能であれば同行訪問。

○委託居宅へ情報提供

○包括より委託連携情報チェックリストともに

①～⑩を受領

更新/区分変更時の手続き・アセスメント

○委託居宅へ更新/区分変更結果の配布

○役場担当者は要支援相当

の認定見込みや事業対象

者サービス利用及び見込

みサービス利用希望者は

包括に事前連絡する

・介護保険被保険者証等

・認定調査票、主治医意見書

各一部控え

○介護保険の申請手続き

○事業対象者の手続き

※介護保険被保険者証を役場に提出

【利用申し込みの受付】

【利用契約締結】

○介護保険被保険者証、負担割合証等を本人に説

明し配布

〇利用契約書等の説明・同意

○新規介護保険申請理由書控

えを包括へ

○契約締結

「利用契約書」「重要事項説明書」「個

人情報利用度遺書」への同意

⇨ １部を受領

○包括より届出日記載済みの介護保険被

保険者証を収受

○原案ケアプランを作成へ

○要介護→要支援へ移行の新規利用者の場合、

委託契約後締結後、包括から①、③の書類

を収受し、チェックリスト、興味・関心

チェックシートを施行

○包括より更新/区分変更結果等の受領

○利用者にサービス継続等の意向確認を行い、

更新/区分変更申請書を役場に提出する。

※要支援１、事業対象者については、申請

理由の質問票（更新用）を記入し、赤字

に該当した人は要支援認定申請へ

○介護保険更新/区分変更希望の確認

⇨介護サービス継続等希望の利用者は

更新/区分変更申請書を記入し提出

※介護保険被保険者証返却

○業務委託契約書は年度毎履

行期間のため、年度毎に契

約締結が必要。実情に合わ

せ郵送も可

○委託契約中にケアマネの変

更・追加等が発生した場合、

適宜、業務に従事する介護

支援専門員登録者名簿の提

出を行うこと

・基本チェックリスト

・基本情報、興味・関心チェック

シート（修正等があった場合）

・暫定プラン（区分変更時）

・評価表

○サービス利用希望の旨、包括に連絡

○役場から介護保険被保険者証、負担割合証、

認定調査票、主治医意見書を収受

各二部控え作成

業務委託契約の締結

○介護サービス等の利用相談等

○事業対象者サービス利用希望者へのチェック

リストの施行

○介護保険申請受理

○介護保険更新申請書等を委託

居宅へ配布

○介護保険被保険者証等、認

定調査票、主治医意見書を

包括へ

〇要介護認定結果の場合、介

護保険被保険者証のみ配布

○利用契約書、重要事項説明

書、個人情報同意書の控え

は同行訪問の場合は後日配布

初回利用者

①介護保険被保険者証、負担割合証

②基本チェックリスト

③認定調査票、主治医意見書

④新規介護申請理由書 各一部控え

継続利用者

※上記①～③

⑤利用者基本情報

⑥興味・関心チェックシート

⑦介護予防サービス・支援計画表

⑧担当者会議の要点

⑨週間サービス計画表、サービス提供票

⑩医療と介護の連絡用紙

⑪医療情報（サマリー、薬剤情報等）

⑫サービス評価表

⑬支援経過

○チェックリスト等の聞き取り

○チェックリスト記入

○委託居宅より介護保険被保険者証等の

収受

○更新/区分変更時ケアプランを作成へ

○介護保険被保険者証、負担

割合証、認定調査票、主治

医意見書を包括へ提供

※介護保険被保険者証の事業

所名称欄は「川場村地域包

括支援センター」とする

・業務委託契約書 ２通作成

・介護予防支援・介護予防ケア

マネジメント業務開始依頼書

・業務に従事する介護支援専門

員登録者名簿

・介護予防サービス計画作成・介護

予防ケアマネジメント依頼（変

更）届出書

１部控え

・利用契約書

・重要事項説明書

・個人情報利用同意書

・利用者基本情報

・基本チェックリスト

・興味・関心チェックシート

・支援経過

○業務委託契約書 押印のうえ、１通保有

【認定結果交付】

○利用契約書、重要事項説明書、個人情報利

用同意書、介護保険被保険者証等の写しを

包括より収受

○基本的に初回アセスメント

は契約締結後に施行

【認定結果交付】

○業務委託契約書は年度内に

契約締結済みであれば不要

○委託居宅より情報提供を収受

○実情に合わせ郵送等の対応可

○委託居宅より収受

要介護→要支援

○包括との利用契約

〇チェックリスト、興味・関心チェック

シートの記入

○委託居宅より情報提供を収受

○基本情報や興味関心チェックシートの

変更等がないか確認

○要支援→要介護の認定結果

の場合、包括より委託居宅

へ介護予防支援・介護予防

ケアマネジメント業務中止

連絡書を通知

○包括⇔委託居宅との書式等

の収受については、初回

等・更新区変・終了時の委

託連携情報チェックリスト

を添えて提出

様式第５号-1

○区分変更時暫定ケアプランを作成

※要介護認定結果の場合

・介護保険被保険者証

・介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメント業務中止連絡書

○包括より受領、終了へ



利用者 川場村地域包括支援センター 委託先居宅介護支援事業所 サービス事業者 備考

　

利用者 川場村地域包括支援センター 委託居宅介護支援事業所 サービス事業所 備考

給付管理～介護報酬等の請求

　
給
付
管
理

ケアプラン原案作成～サービス担当者会～同意～ケアプランの交付～サービス提供

　
ケ
ア
プ
ラ
ン
原
案
の
作
成
・
交
付

　
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
評
価

○介護予防サービス計画表原案等の作成

※医療と介護の連絡用紙、照会等

モニタリング：自宅へ訪問、面接

①利用開始月

②3月に１回～6月に1回→※１

③評価期間が終了する月

④状況に著しい変化があった時

・1利用者宅を訪問しない月は通所

サービス事業所などを訪問する

等の方法により、利用者と面接

を実施。やむを得ず面接できな

い場合は電話により利用者との

連絡を実施

・少なくとも月１回、モニタリン

グの結果を支援経過記録に記載

・訪問時に３ヶ月分の利用票、利

用票別表について同意を得て交

付可

※１担当者会議等においてテレビ電

話装置その他の情報通信機器を活用

したモニタリングについて、文書に

より利用者の同意を得ている場合、

少なくとも6月１回は利用者の居宅

を訪問すること。（令和6年度省令

改正参照のこと）

サービス担当者会議を開催するタイミング

①介護予防サービス計画を新規で作成した場合（要介護→要支援含む）

②要支援認定を受けている利用者が、要支援更新認定を受けた場合

③要支援認定を受けている利用者が、要支援状態区分の変更認定を受けた場合

④サービスの追加等、計画に変更がある場合

※『軽微な変更』の場合：サービス担当者会議開催は必須ではないが、介護予防

サービス計画表への記載（追記・見え消し）利用者への説明・同意は必要

⑤区分変更時（暫定利用での担当者会議）

○アセスメント結果により、必要な支援について

利用者と調整し、「介護予防サービス・支援計画

表（ケアプラン原案）」を作成

・介護予防サービス・支援計画表

（原案）

・担当者会議の要点

・週間サービス計画表

・医療と介護の連絡用紙

・利用票・別表を利用者へ配布

・モニタリング

※状況等を支援経過へ記載

・介護予防サービス・支援

計画表（原案）同意

１部控え

○介護予防サービス計画表、利用票・

別表の説明を受け、同意の署名

１部控えとして受領

【国保連合会への請求業務】

・サービス評価表

※初回評価時、状況の変化があっ

た時、更新・区変・終了時の評価

表を包括に提出

・提供票等での実績

報告

・提供票等での実績※単位確認済

・介護予防支援・介護予防ケア

マネジメント業務委託料請求書

・介護予防支援業務委託料内訳書

・介護予防ケアマネジメント業務

委託料内訳書

・給付管理連絡票（利用者毎）
○事業所からの実績を入力し、国保連合会へ請

求するデータを作成し伝送（月１０日まで）

国保連合会から送付

○介護予防サービス計画表（原案）の内容

確認

・介護予防サービス・支援計画

表（原案）に包括意見の記入

し委託先へ返却

包括へ実績報告（翌月５日まで）

※基本的に包括窓口へ持参
〇請求書（様式第６号）は押

印されたものを提出

○実績報告はメール、FAX可

○介護予防支援／介護予防ケ

アマネジメント請求書・内

訳書は実情に合わせ郵送可

①支払決定通知書

②介護給付費等支払決定額内訳書

③介護予防・日常生活支援総合事業費

支払決定額内訳書

④請求明細書・給付管理票返戻（保留）

一覧表

⑤介護保険審査決定増減表

○実績報告等を委託居宅より収受

【介護報酬の受領】 翌々月27日

〇国保連から送付された支払決定通知にて

介護報酬の受領を確認する

【委託料の受領】（翌月）

○川場村より指定口座への介護報酬（委託料）

の入金、受領

○医療系のサービスを利

用する際には、主治医

に意見を求める

○軽度者に係る福祉用具

貸与費の例外給付申請

に該当する場合は、必

ず「軽度者に係る福祉

用具貸与費の例外給付

確認申請書」を役場に

提出し確認を受ける

サービス担当者会議（新規・更新・区変等ケアプラン変更時）

○包括からの意見の確認と原本の保管

○利用者と委託居宅で日程

調整を行い、出席可能で

あれば包括も参加へ

○介護予防サービス計画表

等の利用者への説明・同

意・配布前に包括担当と

の確認、意見記載が必要

であるが、利用者等の実

情に合わせ対応○介護予防サービス計画表（原案）

等の説明

○原案等の必要書類の控えを保管

・リハビリ／福祉用

具等の計画書等の説

明・同意

・提供票・別表を事業所へ配布

・利用者状況など情報共有
・サービス利用実績

及び利用者状況等

の報告

○委託居宅よりサービス評価表を収受

・サービス評価表

※包括の意見記載済

1部控え

サービス評価表作成のタイミング

①評価期間が終了する月

②サービス計画変更時

③中間評価（サービス計画期間の中間時）

④通所リハビリ等の個別機能訓練加算の

3ヶ月評価時

※③、④は支援経過記載で対応可

【利用票等・モニタリング】

【提供票等・情報共有】

【計画達成状況の評価】

○包括からの意見の確認と原本の保管

【利用実績の報告】
○委託居宅からの提供票等

にて実績の確認、修正等

の連絡調整

【返戻・保留等】（翌々月）

返戻及び保留等があった場合、委託

先へ④⑤控えを配布し、サービス事業

所と返戻内容の確認、実績を修正し包

括へ再提出。翌月以降に月遅れに請求

等を行う

○返戻・保留の事由を確認し

委託居宅と実績の再確認、

調整を図る

・介護予防支援・介護予防ケアマネ

ジメント業務中止（終了）連絡

介護予防支援・介護予防ケア

マネジメント業務中止（終

了）連絡書の通知

・要介護認定となった時

・死亡、転出

・利用者の状態改善等による

サービス終了時及び介護保

険の更新申請が行われな

かった場合

・小規模多機能やグループ

ホーム等の利用開始

・業務委託契約約款に違反が

認められた場合

・包括や委託居宅の体制上の

都合等

※包括と委託居宅で情報連携

○サービス評価表の扱い

・委託居宅の実情に合わせ

メール、郵送、FAX等で

の送付可。包括の意見記

録後の扱いについては、

委託先に原本送付となるた

めメール、郵送で対応

○翌々月１日に返戻等の確認

し、支払決定通知書等を課

長供覧
〇支払決定額内訳書写しを出

納室に提出

・サービス評価表（終了時）

※委託連携情報チェックリスト（終了時）

○委託居宅より介護予防評価表を収受

○計画書等を受領

○サービス事業所からの実績報告を収受後、

加算等の確認、修正等を行い、包括へ提出

○国保連より決定通知等（翌々月１日）

〇委託先からの請求書、内訳

書を原本を支出伝票ととも

に出納室に提出


